
令和 6 年 5 月 
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～結ぶ（認知症ケア推進委員会）～ 

5 月入りとても過ごしやすい季節となりました。 

皆さんいかがお過ごしでしょうか。 

昨年から月に一度映画の会を行っています。 

歌舞伎、ジブリアニメ等観賞しました。大型ス 

クリーンで観る映画は、迫力があり心に残ります。 

昔を思い出す機会になっていただければ幸いです。 

少しでも入居者の方々が充実した生活が送れるよう 

今後も環境づくりに取り組んでいきたいと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

サツマイモの苗を植えました。秋に保育園児とサ

ツマイモ掘りの交流を行います。立派なお芋が育

ちますように！ 

陽気も良くなり、テラスでシャボン玉をしま

した。懐かしい遊びで楽しんでいただきまし

た。ゆったりとリラックス！ 

「おぼろ月夜」の歌詞に絵付けを行いました。歌詞の風景が思い浮かぶよう

な 1 枚となりました。 

ショートのレク活動 



19 時～7 時までは、普段、介護業務

に従事していない夜間警備の職員が

居ります。お電話をくださる際は、①

入居されているかショートステイか、

②入居者様の氏名、③1 階か 2 階か、

④ご家族の氏名をお伝えいただけま

すと、連絡がスムーズでございます。

緊急連絡先に記載されている皆様へ

もご周知いただけましたら幸いです。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

社会福祉法人練馬区社会福祉事業団 

上石神井特別養護老人ホーム 

〒177-0044 東京都練馬区上石神井 2-17-23 

TEL：03-5903-3051 

メール：kamishakujii-tokuyoh@nerima-swf.jp 

ホームページ：http://www.nerima-swf.jp 

担当：生活相談員 大久保 佑樹(おおく ぼゆうき) 

 

 

 

ホームページもぜひご覧ください 

🔶ADL 維持等加算の算定について 

 施設体制の見直しにより、令和 5 年 5 月以降は、ADL 維持等加算の算定をさせていた

だきます。1 割自己負担のお客様の場合、1 月あたり 33 円の値上げとなります。ADL 維

持等加算は、利用者の自立支援・重度化防止を図り、ADL を維持・改善する事業者に対

し加算される介護報酬です。 

🔶面会 

4 月より、面会方法が変わりました。予約制は終了となります。面会の緩和に伴い、

感染予防のため、下記のご対応をお願い申し上げます。 

1.面会時間は、9 時から 17 時の時間帯に 30 分以内でお願いします。 

2.面会場所は、居室または施設衆院のお散歩にてお願いします。 

3.密にならないように 3 名まででお願いお願いします。 

4.来館時に健康チェックについてご記入ください。 

5.お客様と面会する前に手指衛生をお願いします。 

6.面会中は、お客様ご家族共にマスクを着用ください。 

7.面会中に一緒に飲食はなさらないでください。 

🔶衣替え 

 お客様の衣類も入れ替えの時期となりました。 

衣替えをご希望、ご協力くださる場合は、お気軽にご相談ください。 

日程を打ち合わせさせていただきます。 

＜問い合わせ先＞大久保 03-5903-3051 

～ 夜間帯の電話について ～ 

http://www.nerima-swf.jp/

